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休業等の要請にご協力頂き感染リスクの低減に取り組む事業者の皆様への

支援金について 
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道では、４月２０日（月）に、緊急事態措置に伴う休業や飲食店における

１９時以降のアルコール類の提供自粛の要請を行ったところですが、当該

休業等の要請にご協力いただき、感染リスクの低減に主体的に取り組む事

業者の皆様に対して、支援を行うこととしました。  

つきましては、現段階での本制度の概要案をお知らせいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、支援金の予算執行については道議会の議決が条件となりますので

ご留意ください。 

報道に当たってのお願い 多くの事業者の皆様に周知したく、積極的な報道をお願いいたします。 
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